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（趣旨） 
第 1 条 社会福祉法 第 24 条 第 2 項（※1）に基づき、社会貢献活動を運営する。 

※1「社会福祉法⼈は、社会福祉事業及び第⼆⼗六条第⼀項に規定する公益
事業を⾏うに当たっては、⽇常⽣活⼜は社会⽣活上の⽀援を必要とする者に
対して、無料⼜は低額な料⾦で、福祉サービスを積極的に提供するよう努め
なければならない」 

 
（⽬的） 
第 2 条 地域全体で⾼齢者の⽣活を⽀える体制づくりと、地域のみんなで助け合いを

していく地域共⽣社会の実現を⽬指すことを⽬的とする。 
 
（⽅針） 
第 3 条 下記の内容に沿って、当法⼈において活動を⾏うものとする。 

１ 当法⼈において、地域住⺠（⺠⽣委員を含む）・社会福祉協議会及び地域包
括⽀援センターと協議・協働し、地域における福祉ニーズへの社会貢献活
動を展開する。 

２ 当法⼈において、地域住⺠では解決できない事項または、地域に不⾜して
いる事項（※既存の制度やサービスでは充⾜していない事項）をサポート
する。 

３ 当法⼈において、地域住⺠の主体性（⾃助、互助）を尊重し、それでは補
えない事項に対してサポートを⾏うものとする。 

 
（社会貢献活動 内容） 
第 4 条 当法⼈における社会貢献は、次の活動を⾏うものとする。 

１ 地域の集いの場の提供（※特別養護⽼⼈ホームやさと） 
（１）会議室の開放  
 ① 特別養護⽼⼈ホームやさと：会議室の使⽤ 
 
（２）施設内の設備の使⽤ 
 ① テーブル、椅⼦、福祉⽤具の使⽤ 

② トイレの使⽤ 
③ 冷暖房の使⽤ 

 
（３）レクリエーション⽤具の使⽤ 
 ① テレビ、ビデオ等の機器の使⽤ 

② カラオケ機材の使⽤ 
③ その他、レクリエーション⽤具の使⽤ 

 
２  移動⼿段の確保 
（１）⾞両の貸出 



① リフト⾞ 2台、ミニバン２台、普通⾞２台の使⽤、軽⾃動⾞１台、 
※リフト⾞：通常乗⾞⼈数 7名（＋⾞椅⼦ 2台）まで乗⾞可能 
※ミニバン：通常乗⾞⼈数 8名（運転⼿を含む）⾞椅⼦の乗⾞不可 
※普 通 ⾞：通常乗⾞⼈数 5台（運転⼿を含む）の乗⾞可能 

運転⼿含め 3名（＋⾞椅⼦ 1名）計 4名の乗⾞可能 
 ※軽⾃動⾞：運転⼿含め 2名（＋⾞椅⼦ 1名）計 3名の乗⾞可能 

 
3  福祉⽤具の貸出 

   ① 必要に応じた福祉⽤具の貸出 
  ⾞椅⼦、歩⾏器等の貸出とし、歩⾏補助具に限定する。 
 
4 専⾨職の派遣 
① 介護技術指導員による講義・講演 
※介護福祉⼠実習指導者または、介護福祉⼠等の有資格者を指す 
② 認知症対応指導員による講義・講演 
※認知症実践者研修、リーダー研修修了者、認知症サポーター養成講座修了

者を指す 
③ 管理栄養⼠(栄養⼠)による講義・講演 

    
（留意点） 
 第 5条 活動における留意点は、次のとおりとする。 
    １ 活動区域について 
    ① 会議室の使⽤については、旧⼋郷区域内在住の者とする。 
    ② ⾞両の貸出については原則、⽯岡区域内（病院受診を除く）とする。 

※ 病院受診以外での⽯岡区域外での貸出を希望された場合は、当施設の施設
⻑の判断とする。 

    ③ 専⾨職の派遣については、⽯岡市区域内とする。 
    

２ 地域の集いの場の提供 
① 利⽤時間については、原則的に職員の配置はしない。但し、派遣による講
義・講演についてはこれに限らない。 

② 集いの場の提供とし、そこで起きた事故または紛失等については⾃⼰責任
とする。個⼈の保険を使⽤することとする。 

③ 使⽤後は、元の場所に物品を戻し、電気製品（冷暖房等）をOFFにする。 
④ 故意に使⽤物品の破損・故障、使⽤物品の紛失等については、使⽤者に対

して賠償責任が発⽣する。 
    ⑤ 使⽤後、職員⽴ち会いの下、会議室内の確認をする。 
    ⑥ 敷地内での喫煙スペース以外での喫煙はできない。 

⑦ 迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動での使⽤は禁⽌とする。 
   ⑧ 感染症（インフルエンザや新型コロナウイルス等）の状況によって、利⽤



ができなくなる場合がある。 
 

３  移動⼿段の確保 
① 交通事故等の⾞両における事故に対して、当法⼈の保険（ワイズサポート）

により対応する。運転⼿派遣時及び、⾞両の貸出（ボランティア・地域住
⺠が使⽤時も適⽤）に適⽤となる。 

② ⾞両の使⽤の際には、使⽤前後、事務所窓⼝にて鍵の⼿渡しとなる。使⽤
後は職員⽴会いの下、⾞両内の確認をする。 

③ ⾞両内は禁煙とする。 
④ 迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動での使⽤は禁⽌とする。 
 
4 福祉⽤具の貸出 
① 事業所が使⽤していない福祉⽤具の貸出とする。 
② 使⽤期間においては事業所と申請者間で決定する。 
③ 使⽤時における事故に関しては申請者の責任とする。 
 
5 費⽤ 
① 原則的に社会福祉法⼈ 泰仁会の社会貢献活動については無料にとす

る。 
 
（申請） 
 第 6条 活動における申請は、次のとおりとする。 
     ① 各申請は使⽤する⽇の１ヶ⽉から 2週間前までとする。 

（申請⽤紙 様式第 1号） 
        ② 申請は個⼈及び地区ごととなる。（例：⼩幡地区等） 
        ③ 使⽤については下記の通りとなる。 
    ・会議室の使⽤：⽉ 2回（⽇曜⽇に限る）、9:30〜16:30まで 
    ・公⽤⾞の使⽤： 9:30〜16:00 
    ④ ⾞両の貸出については、事務所窓⼝にて借⽤書の記⼊を記⼊する。 

※ ⾞両の貸出に際し、台数が限られていることから貸出ができない場合があ
る。 

※ あくまで、上記の事項については原則とする。 
     
（その他） 

第 7 条 上記に記載のない事項については、協議体において協議のうえ定めるとす
る。 

 
 
 
 



 
附則 この規定は令和 1年 9⽉ 18⽇より施⾏する。 
附則 この規定は令和 3年 3⽉ 30⽇より施⾏する。 
附則 この規定は令和 3年 10 ⽉ 1 ⽇より施⾏する。 
附則 この規程は令和４年２⽉ 18⽇より施⾏する。 
附則 この規程は令和 8年 3⽉ 1 ⽇より施⾏する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第 1 号（第 6 条関係） 

 申込書（兼⾞両貸出 借⽤書） 
 

申請⽇：令和  年  ⽉  ⽇ 
社会福祉法⼈ 泰仁会 
理事⻑  永⼭ 直⼈ 殿 

社会福祉法⼈ 泰仁会の社会貢献活動規定内容に同意し、申請いたします。 
団体名（代表者⽒名）  

 
運転⼿⽒名  

 
住所 〒 

 
 

連絡先  
 

使⽤⽇時 ⽇にち：令和  年  ⽉  ⽇ 
 
時 間：   時  分 〜   時   分 
 

使⽤・依頼⽬的 
 

□ 会議室使⽤ 
□ ⾞両の貸出 
・⾞椅⼦使⽤の有無  有 ・ 無  
□ 専⾨職の派遣 
（□ 介護技術 □ 認知症 □ 栄養） 
□ 福祉⽤具の貸出 
（福祉⽤具の種類：                 ） 

⾏き先 
(⾞両貸出の場合のみ記⼊) 

 
 
 

使⽤⾞種（ナンバー） 
（⾞両貸出の際記⼊） 

（⾞種）      （ナンバー）       
※初回のみ免許証のコピーを添付してください 

使⽤前後の距離数 前：           Km 
後：           Km 

酒気帯びの有無 
有 ・ 無 

※申請⽤紙提出後に、代表者に連絡する場合がありますので、その際にはご了承ください。 


